
平
成
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

古
物
営
業
法
施
行
規
則

古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
並
び
に
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法

律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
古
物
営
業
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
）

第
一
条
　
古
物
営
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
と
す
る
。

一
　
爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
治
十
七
年
太
政
官
布
告
第
三
十
二
号
）
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪

二
　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
の
二
か
ら
第
九
十
六
条
の
四
ま
で
、

第
九
十
六
条
の
五
（
第
九
十
六
条
の
二
か
ら
第
九
十
六
条
の
四
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
六
条
の

六
第
一
項
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
第
二
項
、
第
百
八
十
条
（
第
百
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
七
十
九

条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
（
第
百
七
十
七
条

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
百
八
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
二
条

第
三
項
、
第
百
八
十
五
条
か
ら
第
百
八
十
七
条
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
、
第
二
百
一
条
、
第
二
百
三
条
（
第
百

九
十
九
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
二
、
第
二

百
二
十
条
か
ら
第
二
百
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
五
条
か
ら
第
二
百
二
十
六
条
の
三
ま
で
、
第
二
百
二
十

七
条
第
一
項
（
第
二
百
二
十
五
条
及
び
第
二
百
二
十
六
条
か
ら
第
二
百
二
十
六
条
の
三
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
百
二
十
八
条
（
第
二
百
二
十
五
条
、
第
二
百

二
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
二
十
六
条
か
ら
第
二
百
二
十
六
条
の
三
ま
で
並
び
に
第
二
百
二
十
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
前
段
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
二
十
八
条
の
三
、
第
二
百
三
十
四

条
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
三
十
七
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
条
（
第
二
百
三
十
六
条
に
係
る
部
分

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
（
第
二
百
三
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
第
二
百
三
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二

百
四
十
三
条
（
第
二
百
三
十
五
条
の
二
、
第
二
百
三
十
六
条
、
第
二
百
四
十
条
及
び
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
六
条
（
第
六
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
四
十
六
条
の
二
（
第
六
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
四
十
九
条
、
第
二
百
五
十
条
（
第
二
百
四
十
六
条
、
第
二
百
四
十
六
条
の
二
及
び

第
二
百
四
十
九
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
百
五
十
八
条
か
ら
第
二
百
六
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪

三
　
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
に
規
定
す
る
罪

四
　
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
）
第
二
条
（
刑
法
第
二
百
三
十
六
条
及

び
第
二
百
四
十
三
条
（
第
二
百
三
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
（
刑
法
第
二
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
四

条
（
刑
法
第
二
百
三
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

五
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
又
は
第
百
十
八
条
第
一
項
（
第
六
条
及
び

第
五
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

六
　
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
第
一
号
、
第
一
号
の
二

（
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
六
第
二
項
（
第
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
六
十
六
条
第

一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
罪

七
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
三
十
四
条
第
一

項
第
四
号
の
二
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

八
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
の
二
第
十
号
の
四
、
第
十
号
の
五

若
し
く
は
第
十
号
の
八
か
ら
第
十
号
の
十
ま
で
、
第
百
九
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
三
号
の
三
、
第
四

号
、
第
四
号
の
二
若
し
く
は
第
六
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
百
九
十
八
条
の
四
、
第
百
九
十
八
条
の
五
第
二
号

の
二
（
第
五
十
七
条
の
二
十
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
九
十
八
条
の
六
第
一
号
（
第
二
十
九
条
の

二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
六
十
六
条
の
二
、
第
六
十
六
条
の
二
十
八
、
第
六
十
六
条
の
五
十
一
、
第
八
十
一
条
、
第
百
二
条
の
十

五
、
第
百
六
条
の
十
一
、
第
百
五
十
五
条
の
二
、
第
百
五
十
六
条
の
三
、
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
、
第
百

五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
、
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
百
五
十
六
条
の
四

十
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
十
一
号
の
五
、
第
二
百
条
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
七
号
（
第
百
六

条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
六
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
五
十
六
条
の
五
の
五
第
一

項
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
五
条
第
九
号
、
第
十
三
号
（
第
百
六
条
の
三
第
三
項
（
第
百

六
条
の
十
第
四
項
及
び
第
百
六
条
の
十
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
五
十
六
条

の
五
の
五
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
十
六
号
、
第
二
百
五
条
の
二
の
三
第
一
号
（
第
三
十

一
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
十
四
、
第
六
十
条
の
五
第
一
項
、
第
六
十
三
条
第
八
項
（
第
六
十
三
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
三
条
の
九
第
七
項
（
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
三
十
一
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の

五
十
四
第
一
項
及
び
第
百
五
十
六
条
の
五
十
五
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
（
第
三
十
一
条
の
三

及
び
第
六
十
六
条
の
六
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
（
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
十

六
条
の
八
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
百
六
条
第
二
号
（
第
百
四
十
九
条
第
二
項
前
段
（
第
百

五
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
五
十
五
条
の
七
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

八
号
（
第
百
五
十
六
条
の
十
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
（
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
一
及
び

第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
二
十
一
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
十
号
（
第
百
五
十
六
条
の
二

十
八
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

九
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四

十
九
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
五
号
（
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（
第
三
十
一
条

の
十
三
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
又
は
第
五
十
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
罪

十
　
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
四
条
の

四
、
第
二
十
四
条
の
六
又
は
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
罪

十
一
　
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
百
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
（
第
三
十
四
条

第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
百

十
四
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
（
第
六
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

十
二
　
競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
三
十
条
第
三
号
又
は
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
罪

十
三
　
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
五
十
六
条
第
二
号
又
は
第
五
十
八
条
第
三
号
に

規
定
す
る
罪

十
四
　
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
五
十

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
（
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
罪

十
五
　
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
七
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
罪

十
六
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第

五
十
九
条
第
二
号
（
第
二
十
一
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
規
定
す
る
罪

十
七
　
小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
六
十
一
条
第
二
号
又
は
第
六
十
三
条
第
三

号
に
規
定
す
る
罪

十
八
　
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
号
（
第
三
条
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

十
九
　
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

二
十
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
百
四
十
五
条
第

三
号
又
は
第
二
百
四
十
六
条
第
一
号
（
第
百
九
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
八
号
に

規
定
す
る
罪

1



二
十
一
　
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
六
十
五
条
第
二
号
又
は
第
六

十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
罪

二
十
二
　
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
四

十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二

項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

一
条
の
四
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
の
六
、
第
四
十
一
条
の
七
、

第
四
十
一
条
の
九
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
一
ま
で
又
は
第
四
十
一
条
の
十
三
に
規
定
す
る
罪

二
十
三
　
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
（
同
条
第

一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
三
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

二
十
四
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
四

条
の
六
ま
で
、
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の

六
の
三
（
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は

第
七
十
四
条
の
八
に
規
定
す
る
罪

二
十
五
　
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
七
十
九
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
、
第
八
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
（
第
十
二
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第

八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
（
第
九
条
及
び
第
五
十
三
条
（
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

二
十
六
　
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
六
条
第

一
項
第
一
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
七
号
に
規
定
す
る
罪

二
十
七
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま

で
、
第
六
十
六
条
（
小
分
け
、
譲
渡
し
、
譲
受
け
及
び
所
持
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
七
条
か
ら

第
六
十
八
条
の
二
ま
で
に
規
定
す
る
罪

二
十
八
　
武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
一
条
、
第
三
十
一
条
の
二
又
は
第
三

十
一
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
罪

二
十
九
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
罪

三
十
　
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
同
条

第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
第
一
項
（
第
七
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
十
条
か

ら
第
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪

三
十
一
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
一
条
の
四
ま

で
、
第
三
十
一
条
の
七
か
ら
第
三
十
一
条
の
九
ま
で
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
、
第
三
十
一
条
の
十
三
、
第
三
十
一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の
十

六
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
十
七
、
第
三
十
一
条
の
十
八
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
二
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
七
号
又
は
第
三
十
五
条
第

二
号
（
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

三
十
二
　
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
六

号
又
は
第
五
十
三
条
の
二
第
一
号
（
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十

五
条
の
三
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
十
七
の
六
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

三
十
三
　
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
罪

三
十
四
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
一
項

第
十
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
（
第
二
十
五
条
第
一
項

第
十
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
九
条
第
一
号
（
第
七
条
の
二
第
四
項
（
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及

び
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
条
第
六
項
（
第
十
五

条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
三
十

条
第
二
号
（
第
七
条
の
二
第
三
項
（
第
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
三
項
（
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定

す
る
罪

三
十
五
　
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
七
号
）
第
二
条
又
は
第
三
条

に
規
定
す
る
罪

三
十
六
　
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
四
十
九
条
第

一
号
又
は
第
五
十
一
条
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
に
規
定
す
る
罪

三
十
七
　
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
六
十
一
条
第
一
号
、
第
六
十
二
条
の
二
第
一
号
又
は

第
六
十
三
条
の
三
第
二
号
（
第
五
十
二
条
の
七
十
八
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

三
十
八
　
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
四
十
七
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
、
第
四
十
七

条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
（
第
十
一
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
号
、
第
四
十

八
条
第
一
項
第
一
号
の
三
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、

第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
七
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
三
号
の
三
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第

二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
四
号
の
二
、
第
五
号
（
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の

三
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
三
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
の
二
、
第
五
号
の
三
若
し
く
は
第
九
号
の
八
、
第
四
十
九
条
第
七
号
、
第
五

十
条
第
一
項
第
一
号
（
第
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
五
十
条
の
二
第
六

号
（
第
四
十
一
条
の
五
十
五
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

三
十
九
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
十
九
条
第
一
号
（
第
四
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は

第
六
十
一
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
第
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

四
十
　
港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
十
八
条
第
一
号
又
は
第
五
十
一
条
第
二
号
（
第
十

八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
三
号
（
第
十
九
条
第
一
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

四
十
一
　
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬

及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四

十
七
号
に
お
い
て
「
麻
薬
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
罪

イ
　
麻
薬
特
例
法
第
五
条
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
罪

（１）
　
大
麻
取
締
法
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

（２）
　
覚
醒
剤
取
締
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

（３）
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
六
十
四
条
、
第
六
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六

条
（
小
分
け
、
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ

と
。

ロ
　
麻
薬
特
例
法
第
六
条
又
は
第
七
条
に
規
定
す
る
罪

ハ
　
麻
薬
特
例
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
罪

（１）
　
イ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
罪

（２）
　
大
麻
取
締
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
罪

（３）
　
覚
醒
剤
取
締
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
罪

（４）
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
罪
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ニ
　
麻
薬
特
例
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
罪

（１）
　
イ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
罪

（２）
　
大
麻
取
締
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
罪

（３）
　
覚
醒
剤
取
締
法
第
四
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
罪

（４）
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
六
十
四
条
の
二
又
は
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
罪

ホ
　
麻
薬
特
例
法
第
九
条
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
罪

（１）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
罪

（２）
　
大
麻
取
締
法
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
四
条
の
四
、
第
二
十
四
条
の
六
又
は
第
二
十

四
条
の
七
に
規
定
す
る
罪

（３）
　
覚
醒
剤
取
締
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
四
十
一
条
の
六
、
第
四
十
一
条
の
九
又
は
第
四

十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
罪

（４）
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
六
十
四
条
、
第
六
十
四
条
の
二
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
小
分

け
、
譲
渡
し
、
譲
受
け
及
び
所
持
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
八
条
の
二
ま

で
に
規
定
す
る
罪

四
十
二
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
十
七
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
八
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
八
十
四
条
第
一
号
（
第
五
十
八
条

第
四
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
罪

四
十
三
　
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
百
十
五
条
第
六
号
、
第
三
百
十
五
条
の
二
第
四
号
か
ら

第
六
号
（
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
ま
で
、
第
三
百
十
六
条
の
三
第
一
号
、

第
三
百
十
七
条
の
二
第
三
号
、
第
三
百
十
九
条
第
九
号
又
は
第
三
百
二
十
条
第
九
号
（
第
三
百
八
条
の
十
八
第

一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

四
十
四
　
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
九
十
四
条
第
一
号
（
第
四
条
第

一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
号
若
し
く
は
第
十
二
号
（
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
第
九
条
第
二
項
（
第
二
百
二
十
七
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
百
九
十
五
条
第
二
号
（
第
二
百

九
条
第
二
項
（
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
罪

四
十
五
　
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
第
一
号
若

し
く
は
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
五
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第

六
号
若
し
く
は
第
八
号
に
規
定
す
る
罪

四
十
六
　
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
又
は
第
八
条
に
規

定
す
る
罪

四
十
七
　
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六

号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
第
二
章
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
罪

イ
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
又
は
第
十

二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
に
係
る
罪

ロ
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、

第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
罪

ハ
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
四
条
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
、
第

九
号
、
第
十
号
（
刑
法
第
二
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号

に
規
定
す
る
罪
に
係
る
罪

ニ
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
条
に
規
定
す
る
罪

ホ
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
当
た

る
行
為
に
係
る
罪

（１）
　
爆
発
物
取
締
罰
則
第
三
条
に
規
定
す
る
罪

（２）
　
刑
法
第
百
七
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
二
十
五
条
、
第
二
百
二
十
六

条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
百
二
十
六
条
の
三
、
第
二
百
二

十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
二
十
五
条
及
び
第
二
百
二
十
六
条
か
ら
第
二
百
二
十
六
条
の
三
ま
で
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
、
第
二
百
三
十
六
条
又
は
第
二
百
四

十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
罪

（３）
　
労
働
基
準
法
第
百
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

（４）
　
職
業
安
定
法
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
罪

（５）
　
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪

（６）
　
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
十
号
の
四
、
第
十
号
の
五
若
し
く
は
第
十
号
の
八
か
ら
第
十

号
の
十
ま
で
に
規
定
す
る
罪

（７）
　
大
麻
取
締
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
罪

（８）
　
競
馬
法
第
三
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
罪

（９）
　
自
転
車
競
技
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

（１０）
　
小
型
自
動
車
競
走
法
第
六
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

（１１）
　
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
第
六
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

（１２）
　
覚
醒
剤
取
締
法
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の

三
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
罪

（１３）
　
旅
券
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

（１４）
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の
四

第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
六
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
罪

（１５）
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

六
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十
六
条
第

一
項
（
小
分
け
、
譲
渡
し
、
譲
受
け
及
び
所
持
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

（１６）
　
武
器
等
製
造
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
の
三
第
四
号
（
猟

銃
の
製
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

（１７）
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
第
五
条
に
規
定
す
る
罪

（１８）
　
売
春
防
止
法
第
八
条
第
一
項
（
第
七
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二

条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
罪

（１９）
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
拳
銃
等
の
発
射
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
二
項

若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
（
拳
銃
等
の
所
持
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
、
第
二
項
（
拳
銃
等
の
所
持
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十

一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
八
、
第
三
十
一
条
の

九
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
三
十
一
条
の
十
三
に
規
定
す

る
罪

（２０）
　
著
作
権
法
第
百
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
罪
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（２１）
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
、
第
九

号
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
規
定
す
る
罪

（２２）
　
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
罪

（２３）
　
貸
金
業
法
第
四
十
七
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

（２４）
　
麻
薬
特
例
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
に
規
定
す
る
罪

（２５）
　
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第

五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
規
定
す
る
罪

（２６）
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
条
第
一
項
（
同
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号

ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
か

ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
（
同
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
罪

（２７）
　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
百
七
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
罪

（２８）
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
罪

ヘ
　
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
七
条
、
第
七
条
の
二
又
は
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪

四
十
八
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第

百
四
十
条
第
一
号
、
第
百
四
十
一
条
第
一
号
、
第
百
四
十
二
条
第
一
号
、
第
百
四
十
八
条
第
五
号
、
第
百
四
十

九
条
第
一
号
（
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百
五
十
一
条
第
一
号
、
第
三
号
若

し
く
は
第
六
号
（
第
六
十
七
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

四
十
九
　
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

又
は
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
罪

五
十
　
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
条
第
一
号
、
第

二
号
（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
三
号
（
第
十
四
条
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

五
十
一
　
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
第

四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
百
四
十
条
第
二
号
（
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

五
十
二
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
十
一
条
（
第
十
四
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一

号
又
は
第
三
十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

五
十
三
　
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
十

二
条
第
一
項
（
第
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
三
項
第
一
号
（
第
八
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し

く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

五
十
四
　
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
九
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第

七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
九
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第

二
十
三
号
、
第
二
十
七
号
若
し
く
は
第
三
十
二
号
、
第
九
十
四
条
第
五
号
、
第
九
十
六
条
第
二
号
又
は
第
九
十

七
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
九
号
（
第
七
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
号
若
し

く
は
第
十
四
号
に
規
定
す
る
罪

五
十
五
　
会
社
法
第
九
百
七
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
罪

五
十
六
　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
七
条
（
第
十
五
条
第

二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
八
条
第
一
号
又
は
第
十
九
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

五
十
七
　
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
に
規

定
す
る
罪

五
十
八
　
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
九
十
五
条
第
一
号
又
は
第
九
十
七
条
第
二
号
に

規
定
す
る
罪

五
十
九
　
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
七
条
第
二
号
（
第
三
十
七
条
、

第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
の
三
、
第
六
十
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
の
二
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
若
し
く
は
第
十
七
号
か
ら
第
十

九
号
ま
で
、
第
百
九
条
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
、
第
百
十
二
条
第
二
号
（
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
四

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
二
条
の
四
第
一
項
（
第
六
十
二
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
六
十
二
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
十
三
条
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百
十
四
条
第
一
号
（
第
四
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四

項
、
第
六
十
二
条
の
七
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
若
し
く
は
第
七
号
（
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
二
項
及
び
第
七
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定

す
る
罪

六
十
　
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁

的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
一
条
の
二
　
法
第
四
条
第
八
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
古
物
商
又

は
古
物
市
場
主
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
三
　
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
許
可
申
請

書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
た
る
営
業
所
（
営
業
所
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
許
可
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
五
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　

近
五
年
間
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面
及
び
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定

す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
法
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ハ
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書

ニ
　
未
成
年
者
で
古
物
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所

並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
古
物

商
又
は
古
物
市
場
主
の
相
続
人
で
あ
る
未
成
年
者
で
古
物
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を

受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
古
物
営
業
に
係
る
営
業
所
又
は
古

物
市
場
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
そ
の
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
法

定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
人
に
係
る
次
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
）
）

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
に
係
る
前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
役
員
に
係
る
前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

4



ニ
　
役
員
に
係
る
法
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

三
　
選
任
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
管
理
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
古
物
市
場
ご
と
の
規
約
（
当

該
古
物
市
場
の
開
閉
の
日
時
、
当
該
古
物
市
場
に
お
け
る
取
引
の
要
領
等
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

五
　
取
り
扱
う
古
物
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に

供
し
、
そ
の
取
引
の
申
込
み
を
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
通
信
手
段
に
よ
り
受
け
る
営
業
の
方
法
を
用
い
よ
う

と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
古
物
に
関
す
る
事
項
に
係
る
自
動
公
衆
送
信
の
送
信
元
を
識
別
す
る
た
め
の
文

字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
以
下
「
送
信
元
識
別
符
号
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
権
限
の
あ
る
こ
と

を
疎
明
す
る
資
料

４
　
前
項
第
四
号
の
古
物
市
場
の
規
約
に
は
、
当
該
古
物
市
場
に
参
集
す
る
主
た
る
古
物
商
の
住
所
及
び
氏
名
を
記

載
し
た
名
簿
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
質
屋
が
同
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
公
安
委
員
会
か
ら
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
許
可
申
請
書
に
は
、
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
同
項
第
一
号
ハ
、
第

二
号
ハ
及
び
第
三
号
ロ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
現
に
当
該
許
可

に
係
る
営
業
所
に
つ
い
て
質
屋
営
業
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
て
い
る
管
理
者
で
あ
る
者
以
外
の
者

を
法
第
十
三
条
第
一
項
の
管
理
者
と
し
て
選
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
古
物
の
区
分
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
美
術
品
類
（
書
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
等
）

二
　
衣
類
（
和
服
類
、
洋
服
類
、
そ
の
他
の
衣
料
品
）

三
　
時
計
・
宝
飾
品
類
（
時
計
、
眼
鏡
、
宝
石
類
、
装
身
具
類
、
貴
金
属
類
等
）

四
　
自
動
車
（
そ
の
部
分
品
を
含
む
。
）

五
　
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
こ
れ
ら
の
部
分
品
を
含
む
。
）

六
　
自
転
車
類
（
そ
の
部
分
品
を
含
む
。
）

七
　
写
真
機
類
（
写
真
機
、
光
学
器
等
）

八
　
事
務
機
器
類
（
レ
ジ
ス
タ
ー
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
、
計
算
機
、
謄
写
機
、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
、
事
務
用
電
子
計
算
機
等
）

九
　
機
械
工
具
類
（
電
機
類
、
工
作
機
械
、
土
木
機
械
、
化
学
機
械
、
工
具
等
）

十
　
道
具
類
（
家
具
、
じ
ゅ
う
器
、
運
動
用
具
、
楽
器
、
磁
気
記
録
媒
体
、
蓄
音
機
用
レ
コ
ー
ド
、
磁
気
的
方
法

又
は
光
学
的
方
法
に
よ
り
音
、
影
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物
等
）

十
一
　
皮
革
・
ゴ
ム
製
品
類
（
カ
バ
ン
、
靴
等
）

十
二
　
書
籍

十
三
　
金
券
類
（
商
品
券
、
乗
車
券
及
び
郵
便
切
手
並
び
に
古
物
営
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
二
十

六
号
）
第
一
条
各
号
に
規
定
す
る
証
票
そ
の
他
の
物
を
い
う
。
）

（
取
引
の
申
込
み
等
に
係
る
通
信
手
段
）

第
二
条
の
二
　
法
第
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
信
手
段
は
、

取
引
の
相
手
方
と
対
面
し
な
い
で
使
用
で
き
る
通
信
手
段
と
す
る
。

（
許
可
証
の
様
式
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
又
は
別
記
様
式
第
三
号
の
と
お
り

と
す
る
。

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
た
る
営
業
所
又
は
古

物
市
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
別
記
様
式
第
四
号
の
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
再
交
付
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在

地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
告
の
方
法
）

第
四
条
の
二
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
及
び
許
可
証
の
書
換
え
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
予
定
年
月
日
及

び
変
更
事
項
と
す
る
。

２
　
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
経
由
し
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
又
は

古
物
市
場
（
二
以
上
の
営
業
所
又
は
二
以
上
の
古
物
市
場
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
所
又
は
古
物
市

場
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
）
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
三
日
前
ま
で
に
、
一
通
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
七
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
及
び
変
更
事

項
と
す
る
。

５
　
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

６
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
経
由
し
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
又
は

古
物
市
場
（
二
以
上
の
営
業
所
又
は
二
以
上
の
古
物
市
場
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
所
又
は
古
物
市

場
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
）
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
十
四
日
（
当
該
届
出
書
に
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
日
）
以
内
に
、
一
通

の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
法
第
七
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
条
の
三
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類

の
う
ち
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

８
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
が
次
に
掲
げ
る
者
を
新
た
に
法
第
十
三
条
第
一
項
の

管
理
者
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
お
い
て
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
届
出
書
に

は
、
第
一
条
の
三
第
三
項
第
三
号
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
選
任
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
三
号
ロ
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
当
該
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
に
つ
い
て
現
に
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
選
任
し
て
い
る
管
理
者
で
あ
る
者

二
　
当
該
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
が
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
か
ら

質
屋
営
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
に
係
る
営
業
所

に
つ
い
て
同
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
て
い
る
管
理
者
で
あ
る
者

９
　
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
別
記
様
式
第
六
号
の
書
換
申
請
書
及
び
当
該
許
可
証
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
換
申
請
書
及
び
許
可
証
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
の
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
の
書
換
申
請
書
及
び
許
可

証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
後
の
規
約
の
提
出
）

第
六
条
　
古
物
市
場
主
は
、
古
物
市
場
の
規
約
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
当
該
古
物
市
場
の
所
在

地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
変
更
後
の
規
約
を
主
た
る
古
物
市
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

5



（
許
可
証
の
返
納
）

第
七
条
　
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
は
、
当
該
事
由
の
発
生
の
日
か
ら
十
日
以

内
に
、
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
証
と
と
も
に
別
記
様
式
第
九
号
の
返
納
理
由
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
競
り
売
り
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
場
所
（
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
経
由
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
経
由
す
る
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域

内
の
営
業
所
の
所
在
地
（
二
以
上
の
営
業
所
を
有
す
る
古
物
商
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
の
所

在
地
）
）
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
競
り
売
り
の
日
か
ら
三
日
前
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
十
号
の
競
り
売

り
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
古
物
の
買
受
け
の
申
込
み
を
受
け
る
通
信
手

段
の
種
類
と
す
る
。

３
　
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
売
却
す
る
古
物
を
取
り
扱

う
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
競
り
売
り
の
日
か
ら
三
日
前
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
十
号

の
二
の
競
り
売
り
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
削
除

（
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
営
業
開
始
の
届
出
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
の
と
お
り
と
す

る
。

２
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
営
業
の
本
拠

と
な
る
事
務
所
（
当
該
事
務
所
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
在
地
の

所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
届
出
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し

二
　
届
出
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

三
　
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
か
ら
送
信
さ
れ
た
古
物
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
金
額
に
係
る

自
動
公
衆
送
信
の
送
信
元
識
別
符
号
を
使
用
す
る
権
限
の
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料

４
　
法
第
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
名
称

二
　
前
項
第
三
号
の
送
信
元
識
別
符
号

（
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
廃
止
等
の
届
出
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
　
廃
止
年
月
日
及
び
そ
の
旨

二
　
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
　
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
及
び
変
更
事
項

２
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
に

係
る
届
出
書
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
、
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
っ
て
は

別
記
様
式
第
十
一
号
の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
営
業
の
本
拠

と
な
る
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
の
廃
止
又
は
変
更
の
日
か
ら

十
四
日
（
当
該
届
出
書
に
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
日
）
以
内
に
、
一
通
の
届

出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届

出
書
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

（
行
商
従
業
者
証
の
様
式
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
又
は
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
様
式
と
す
る
。

（
標
識
の
様
式
）

第
十
一
条
　
法
第
十
二
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
若
し
く
は
別
記
様
式

第
十
四
号
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
様
式
と
す
る
。

（
行
商
従
業
者
証
等
の
様
式
の
特
例
）

第
十
二
条
　
国
家
公
安
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
は
、
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
団
体
が
当
該
団
体
の
社
員
、
組

合
員
そ
の
他
の
構
成
員
で
あ
る
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
に
共
通
し
て
利
用
さ
せ
る
も
の
と
し
て
定
め
た
様
式

を
、
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
一
条
第
二
項
の
行
商
従
業
者
証
又
は
法
第
十
二
条
の

標
識
の
様
式
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
国
家
公
安
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
は
、
当
該
承
認
を
し
た
様
式
を
当
該
承

認
に
係
る
団
体
の
名
称
、
住
所
及
び
所
在
地
と
と
も
に
官
報
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
承
認
を
取
り

消
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
他
事
記
載
の
禁
止
）

第
十
三
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
行
商
従
業
者
証
又
は
法
第
十
二
条
の
標
識
に
は
、
犯
罪
の
防
止
又
は
そ
の
被
害

の
迅
速
な
回
復
に
特
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
字
又
は
標
章
以
外
の
文
字
又
は
標
章
を
、
記
載
、
は
り
付
け
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
表
示

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
氏
名
等
の
閲
覧
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
当
該
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

２
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
当
該
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の

掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
管
理
者
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
機
能
の
障
害
に
よ

り
管
理
者
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
管
理
者
に
得
さ
せ
る
知
識
等
）

第
十
四
条
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
知
識
、
技
術
又
は
経
験
は
、
自
動
車
、
自
動

二
輪
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
取
り
扱
う
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
不
正
品
の
疑
い
が

あ
る
自
動
車
、
自
動
二
輪
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
車
体
、
車
台
番
号
打
刻
部
分
等
に
お
け
る
改
造
等
の
有
無

並
び
に
改
造
等
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
態
様
及
び
程
度
を
判
定
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
技
術
又
は
経

験
で
あ
っ
て
、
当
該
知
識
、
技
術
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
古
物
営
業
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
が
通
常

有
し
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
行
う
講
習
の
受
講
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
得
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
仮
設
店
舗
に
お
け
る
営
業
の
届
出
）

第
十
四
条
の
二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
場
所
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
経
由
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
経
由
す
る
公
安

委
員
会
の
管
轄
区
域
内
の
営
業
所
の
所
在
地
（
二
以
上
の
営
業
所
を
有
す
る
古
物
商
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ

か
一
の
営
業
所
の
所
在
地
）
）
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
仮
設
店
舗
に
お
い
て
古
物
営
業
を
営
む
日
か
ら

三
日
前
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
の
仮
設
店
舗
営
業
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
の
方
法
等
）

第
十
五
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
そ
の
他
の
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
及

び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
資
料
（
一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
身
分
証
明
書

6



等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
、
又
は
相
手
方
以
外
の
者
で
相
手
方
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る
も
の
に
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
署
名
は
、
当
該
古
物
商
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
（
次
項
第
十
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
代
理
人
等
」
と
い
う
。
）
の
面
前
に
お
い
て
万
年
筆
、
ボ
ー
ル
ペ
ン

等
に
よ
り
明
瞭
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
古
物
商
は
、
当
該
署
名
が

さ
れ
た
文
書
に
記
載
さ
れ
た
住
所
、
氏
名
、
職
業
又
は
年
齢
が
真
正
な
も
の
で
な
い
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
前
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
又
は
年
齢
を
確
認
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
相
手
方
か
ら
、
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
印
鑑
登
録
証
明
書

及
び
当
該
印
鑑
登
録
証
明
書
に
係
る
印
鑑
を
押
印
し
た
書
面
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
。

二
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
、
並
び
に
そ
の
者
に
対
し
て
、
本
人
限
定

受
取
郵
便
物
等
（
名
あ
て
人
本
人
若
し
く
は
差
出
人
の
指
定
し
た
名
あ
て
人
に
代
わ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
者
に
限
り
交
付
す
る
取
扱
い
を
さ
れ
る
郵
便
物
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項

に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
が
送
達
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
以
下
「
信
書
便
物
」
と

い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
る
こ
と
。

三
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
、
並
び
に
そ
の
者
に
対
し
て
金
品
を
内
容

と
す
る
本
人
限
定
受
取
郵
便
物
等
を
送
付
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
古
物
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
こ

と
。

四
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
そ
の
住
民
票
の
写
し
、
住
民

票
の
記
載
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
以
下
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い

う
。
）
の
送
付
を
受
け
、
又
は
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明
書
等
（
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
の
情

報
が
記
録
さ
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
導
体
集
積
回
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
組
み
込
ま
れ
た
当
該
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報

若
し
く
は
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
相
手
方
に
当
該
古
物
商
が
提
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮

影
を
さ
せ
た
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明
書
等
の
画
像
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
身
分
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
た
住

所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
並
び
に
当
該
身
分
証
明
書
等
の
厚
み
そ
の
他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
（
当
該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用

し
た
送
信
に
限
る
。
）
を
受
け
、
並
び
に
当
該
住
民
票
の
写
し
等
に
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
情
報
に
記
録
さ
れ

た
当
該
相
手
方
の
住
所
に
宛
て
て
配
達
記
録
郵
便
物
等
（
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
取
扱
い
を
さ
れ
る

郵
便
物
若
し
く
は
信
書
便
物
又
は
こ
れ
と
同
様
の
取
扱
い
を
さ
れ
る
貨
物
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成

元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
条
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
適
法
に
貨
物
の
運
送
の
事
業
を
行
う
者
が
運

送
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
転
送
を
し
な
い
取
扱
い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付
し
、
か

つ
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
る
こ
と
（
当
該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

古
物
に
係
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
等
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
と
と
も
に
当
該
本
人
確
認
用

画
像
情
報
を
保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

五
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
そ
の
身
分
証
明
書
等
若
し
く

は
住
民
票
の
写
し
等
の
い
ず
れ
か
二
の
書
類
の
写
し
（
明
瞭
に
表
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
送
付
を
受
け
、

又
は
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明
書
等
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
等
の
写
し
（
明
瞭
に
表
示
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
及
び
当
該
相
手
方
の
住
所
が
記
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
（
身
分
証
明
書
等
又
は
住
民

票
の
写
し
等
を
除
き
、
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
で
、
そ
の
日
が
当
該
古
物
商

が
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
補
完
書
類
」
と
い
う
。
）
若
し

く
は
そ
の
写
し
（
明
瞭
に
表
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
送
付
を
受
け
、
並
び
に
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明

書
等
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
等
の
写
し
又
は
当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
当
該
相
手

方
の
住
所
に
宛
て
て
配
達
記
録
郵
便
物
等
で
転
送
を
し
な
い
取
扱
い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の

到
達
を
確
か
め
る
こ
と
（
当
該
古
物
に
係
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
等
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
と
と
も
に

当
該
身
分
証
明
書
等
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
等
の
写
し
又
は
当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
を
保
存
す

る
場
合
に
限
る
。
）
。

イ
　
国
税
又
は
地
方
税
の
領
収
証
書
又
は
納
税
証
明
書

ロ
　
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
料
の
領
収

証
書

ハ
　
公
共
料
金
（
日
本
国
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
水
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

に
係
る
料
金
を
い
う
。
）
の
領
収
証
書
（
当
該
相
手
方
と
同
居
す
る
者
の
も
の
を
含
む
。
）

ニ
　
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
庁
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
も
の
で
、
当
該
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の

を
除
く
。
）

ホ
　
日
本
国
政
府
の
承
認
し
た
外
国
政
府
又
は
権
限
あ
る
国
際
機
関
の
発
行
し
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

も
の
で
、
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明
書
等
又
は
住
民
票
の
写
し
等
に
準
ず
る
も
の
（
当
該
相
手
方
の
住
所
及

び
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
そ
の
住
民
票
の
写
し
等
の
送

付
を
受
け
、
並
び
に
当
該
住
民
票
の
写
し
等
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る
預
貯
金

口
座
へ
の
振
込
み
又
は
振
替
の
方
法
に
よ
り
当
該
古
物
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
こ
と
。

七
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
そ
の
身
分
証
明
書
等
の
写
し

（
明
瞭
に
表
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
送
付
を
受
け
、
当
該
身
分
証
明
書
等
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
者

の
住
所
に
宛
て
て
配
達
記
録
郵
便
物
等
で
転
送
を
し
な
い
取
扱
い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の
到

達
を
確
か
め
、
並
び
に
当
該
身
分
証
明
書
等
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る

預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
又
は
振
替
の
方
法
に
よ
り
当
該
古
物
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
こ
と
（
当
該

古
物
に
係
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
等
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
と
と
も
に
当
該
身
分
証
明
書
等
の
写
し
を

保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

八
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
古
物
商
が
提
供
す
る

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
相
手
方
に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮

影
を
さ
せ
た
当
該
相
手
方
の
容
貌
及
び
身
分
証
明
書
等
（
当
該
相
手
方
の
写
真
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
写
真
付
き
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
画
像
情
報
で
あ
っ
て
、

当
該
写
真
付
き
身
分
証
明
書
等
に
係
る
画
像
情
報
が
、
当
該
写
真
付
き
身
分
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
た
住
所
、

氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
、
当
該
写
真
付
き
身
分
証
明
書
等
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
写
真
並
び
に
当
該
写
真

付
き
身
分
証
明
書
等
の
厚
み
そ
の
他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受
け
る

こ
と
（
当
該
古
物
に
係
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
等
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
と
と
も
に
当
該
本
人
確
認
用

画
像
情
報
（
当
該
相
手
方
の
容
貌
の
画
像
情
報
を
除
く
。
）
を
保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

九
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
古
物
商
が
提
供
す
る

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
相
手
方
に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮

影
を
さ
せ
た
当
該
相
手
方
の
容
貌
の
画
像
情
報
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受
け
、
並
び
に
当
該
相
手
方
か
ら
当
該

相
手
方
の
写
真
付
き
身
分
証
明
書
等
（
住
所
、
氏
名
、
年
齢
又
は
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報
が
記
録
さ
れ
た

半
導
体
集
積
回
路
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
組
み
込
ま
れ
た
当
該
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ

た
当
該
情
報
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
。

十
　
相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
、
並
び
に
当
該
相
手
方
に
、
当
該
古
物
商

又
は
そ
の
代
理
人
等
の
面
前
に
お
い
て
、
器
具
を
使
用
し
て
当
該
相
手
方
の
氏
名
の
筆
記
（
当
該
氏
名
が
電
磁

的
方
法
に
よ
り
当
該
古
物
商
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
映
像
面

に
明
瞭
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

出
に
係
る
住
所
、
氏
名
、
職
業
又
は
年
齢
が
真
正
な
も
の
で
な
い
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
又
は
年
齢
を
確
認
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一
　
相
手
方
か
ら
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
第
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三
条
第
六
項
又
は
第
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
発
行
し
た

署
名
用
電
子
証
明
書
並
び
に
公
的
個
人
認
証
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
当
該
相
手

方
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
（
当
該
古
物
商
が
公

的
個
人
認
証
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

十
二
　
相
手
方
か
ら
、
公
的
個
人
認
証
法
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
で
あ
る
者
が
発
行
し
、
か
つ
、
当
該
認

定
を
受
け
た
者
が
行
う
特
定
認
証
業
務
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百

二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
署
名
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
業
務
を

い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
電
子
証
明
書
（
当
該
相
手
方
に
係
る
利
用
者
（
電
子
署
名
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
利
用
者
を
い
う
。
）
の
真
偽
の
確
認
が
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
五
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て

発
行
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
電
子
署
名
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
当
該

相
手
方
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

十
三
　
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
っ
た
者
に
対
し
識
別
符

号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
識
別
符
号
を
い
う
。
）
を
付
し
、
そ
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
措

置
を
と
っ
た
者
を
識
別
で
き
、
か
つ
、
そ
の
者
に
第
三
者
が
な
り
す
ま
す
こ
と
が
困
難
な
方
法
に
よ
り
、
相
手

方
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
措
置
を
既
に
と
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

４
　
古
物
市
場
主
は
、
古
物
市
場
に
お
い
て
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
許
可
証
、
行
商
従
業
者
証
そ
の

他
の
証
明
書
に
よ
り
、
古
物
商
又
は
そ
の
代
理
人
等
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
等
の
義
務
を
免
除
す
る
古
物
等
）

第
十
六
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
一
万
円
と
す
る
。

２
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
古
物
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
古
物
と
す

る
。

一
　
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
ね
じ
、
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
、
コ
ー
ド
そ
の
他
の

汎
用
性
の
部
分
品
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

二
　
専
ら
家
庭
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
に
用
い
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物

三
　
光
学
的
方
法
に
よ
り
音
又
は
影
像
を
記
録
し
た
物

四
　
書
籍

（
帳
簿
等
）

第
十
七
条
　
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
が
法
第
十
六
条
又
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
記
載
を
す
る
帳
簿
の
様
式

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第
十
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
十
六
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
帳
簿
に
準
ず
る
書
類
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
又
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
を
当
該
営
業
所
又
は
古
物
市
場
に
お
け
る

取
引
の
順
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
様
式
の
書
類

二
　
取
引
伝
票
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
法
第
十
六
条
又
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
記
載
す

べ
き
事
項
を
取
引
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
様
式
の
も
の

３
　
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
は
、
法
第
十
六
条
又
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に

記
載
を
し
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
当
該
営
業
所
又
は
古
物
市
場
に
お
け
る
取
引
の
順
に
と
じ
合
わ
せ
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
等
へ
の
記
載
等
の
義
務
を
免
除
す
る
古
物
）

第
十
八
条
　
法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
古
物
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
古
物
以

外
の
古
物
と
す
る
。

一
　
美
術
品
類

二
　
時
計
・
宝
飾
品
類

三
　
自
動
車
（
そ
の
部
分
品
を
含
む
。
）

四
　
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
対
価
の
総
額
が
第
十
六
条
第
一
項
で
定
め
る
金

額
未
満
で
取
引
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

２
　
法
第
十
六
条
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
古
物
は
、
自
動
車
で
あ
る
古
物
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
に
係
る
基
準
）

第
十
九
条
　
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
又
は
法
第
十
七
条
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
を
保
存
す
る

場
合
に
は
、
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
の
二
　
削
除

（
記
録
の
作
成
及
び
保
存
）

第
十
九
条
の
三
　
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
古
物
の
売
買
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
あ
っ
せ
ん
に
係
る
古
物
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の

閲
覧
に
供
し
た
年
月
日

二
　
あ
っ
せ
ん
に
係
る
古
物
に
関
す
る
事
項
及
び
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号

そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
た

も
の

三
　
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
が
当
該
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
た
め
当
該
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん

業
者
が
記
録
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
上
で
あ
ら
か
じ
め
申
し
出
た
事
項
で
あ
っ
て
、
当
該
相
手
方
の
真
偽
の
確

認
に
資
す
る
も
の

２
　
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
前
項
の
記
録
を
作
成
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
十
九
条
の
四
　
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
営
業
の

本
拠
と
な
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
第
九
条
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
営
業
を
開
始
し
た
日

２
　
前
項
の
認
定
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
の
所
在
地

の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
認
定
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
認
定
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　

近
五
年
間
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
次
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
業
務
を
行
う
役
員
に
係
る
第
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
業
務
を
行
う
役
員
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
書
類

三
　
業
務
の
実
施
の
方
法
が
第
十
九
条
の
六
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

（
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
認
定
の
申
請
の
欠
格
事
由
）

第
十
九
条
の
五
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
認
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

一
　
営
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
な
い
者

二
　
刑
法
第
二
編
第
三
十
六
章
か
ら
第
三
十
九
章
ま
で
若
し
く
は
法
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
規

定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
法
第
四
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
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四
　
法
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
処
分

を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
若
し
く
は
場
所
が
公
示
さ
れ
た
日
若
し
く
は
弁
明
の
機
会
の

付
与
の
通
知
が
な
さ
れ
た
日
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
が
行
わ
れ
た
日
前

六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
で
あ
っ
た
者
で
当
該
処
分
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

な
い
も
の
を
含
む
。
）

五
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
が
公
示
さ
れ
た
日
か

ら
当
該
取
消
し
を
す
る
日
若
し
く
は
当
該
取
消
し
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
に
係
る
期
間
内
に
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可

証
の
返
納
を
し
た
者
（
そ
の
古
物
営
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
を
行
っ
た
者
で
、
当
該
返
納
の
日
又
は
当
該
手
続
を
行
っ
た
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

六
　
第
十
九
条
の
十
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し

の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
（
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
取
消
し
に
係
る
聴
聞
の
期
日
又
は
場
所
が
公
示
さ
れ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
業
務
を
行
う
役

員
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

七
　
法
人
で
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
五
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
盗
品
等
の
売
買
の
防
止
等
に
資
す
る
方
法
の
基
準
）

第
十
九
条
の
六
　
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
盗
品
等
の
売
買
の
防
止
及
び
速
や
か

な
発
見
に
資
す
る
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
古
物
の
売
却
を
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
当
該
者
が
本

人
の
名
義
の
預
貯
金
口
座
か
ら
の
振
替
の
方
法
に
よ
り
料
金
の
支
払
を
行
う
こ
と
を
当
該
預
貯
金
口
座
が
開
設

さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
等
（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三

十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
）
が
承
諾
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
、
当
該
者
か
ら
申
出
を
受
け

た
カ
ー
ド
番
号
及
び
有
効
期
限
に
係
る
本
人
の
名
義
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
料
金
の

支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
発
行
し
た
者
が
あ
ら
か
じ
め
当
該
者
に
つ

い
て
登
録
し
て
い
る
情
報
と
当
該
者
か
ら
申
出
を
受
け
た
情
報
に
齟
齬
が
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
そ
の
他

こ
れ
ら
に
準
ず
る
措
置
で
あ
っ
て
人
が
他
人
に
な
り
す
ま
し
て
古
物
の
売
却
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の

も
の
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
古
物
の
売
却
を
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
申
出
を
受
け
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
あ
て
に
電
子
メ
ー
ル
を
送
信

し
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
る
こ
と
。

三
　
古
物
の
売
却
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
製
造
番
号
そ
の
他
の
当
該
古
物
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

を
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ

せ
る
た
め
送
信
す
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

四
　
盗
品
等
で
あ
る
古
物
に
関
す
る
事
項
が
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲

覧
に
供
さ
れ
て
い
る
旨
を
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
通
報
す
る
た
め
の
専
用
の
連
絡
先
に
関
す
る
事
項
を
、

古
物
の
売
買
を
希
望
す
る
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信

に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

五
　
前
号
の
通
報
を
し
た
者
の
連
絡
先
が
明
ら
か
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
通
報
を
受
け
て
と
っ
た
措
置
（
措

置
を
と
ら
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
そ
の
旨
）
を
当
該
通
報
を
し
た
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

六
　
営
業
時
間
外
に
お
い
て
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長

等
」
と
い
う
。
）
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
連
絡
の
あ
っ
た
こ
と
を
十
五
時
間
以
内
に
了
知

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

七
　
盗
品
等
で
あ
る
古
物
の
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
を
禁
止
す
る
こ
と
。

八
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う

自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

イ
　
盗
品
等
を
買
い
受
け
た
場
合
に
は
、
被
害
者
又
は
遺
失
主
に
よ
る
盗
品
又
は
遺
失
物
の
回
復
の
請
求
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

ロ
　
盗
品
等
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
押
収
を
受

け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

九
　
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
（
日
本
国
内
に
在
る
者
を
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
外
国
に

お
い
て
営
む
者
（
以
下
「
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
日
本
国
内
に
住
所
又

は
居
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
警
察
本
部
長
等
と
の
連
絡
の
担
当
者
（
以
下
「
連
絡
担
当
者
」
と
い
う
。
）

一
人
を
選
任
す
る
こ
と
。

（
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
認
定
の
通
知
等
）

第
十
九
条
の
七
　
公
安
委
員
会
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
、
申
請

者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
っ
て
、

申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
表
示
）

第
十
九
条
の
八
　
法
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
古
物
の
売
買
を
希
望
す
る
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
電
気
通
信
回
線
に

接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
九
　
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
（
以
下
「
認
定
古
物
競

り
あ
っ
せ
ん
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
業
務
を
行
う
役
員
を
新
た
に
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
役
員
に
係
る
第
十

九
条
の
四
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
に
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
第
十
九
条
の
四
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
及
び
変
更
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
公
安
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所

の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
変
更
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
一
通
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
項
の
届
出
書
に
は
、
変
更
後
の
事
項
を
記
載
し
た
第
十
九
条
の
四
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
認
定
の
取
消
し
）

第
十
九
条
の
十
　
公
安
委
員
会
は
、
認
定
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

二
　
第
十
九
条
の
五
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
　
第
十
九
条
の
六
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

四
　
法
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
認
定
に
係
る
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
に
関
し
他

の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

五
　
法
第
二
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
十
九
条
の
十
一
　
法
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、

連
絡
担
当
者
の
住
所
又
は
居
所
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
営
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

9



三
　
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
名
称

五
　
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
か
ら
送
信
さ
れ
た
古
物
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
金
額
に
係
る

自
動
公
衆
送
信
の
送
信
元
識
別
符
号

六
　
営
業
を
開
始
し
た
日

七
　
連
絡
担
当
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

２
　
前
項
の
認
定
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
連
絡
担
当
者
の
住
所
又
は
居
所
の
所
轄

警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
認
定
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
認
定
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
写
し
に
代
わ
る
書
面

ロ
　

近
五
年
間
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
五
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
業
務
を
行
う
役
員
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
書
類

三
　
あ
っ
せ
ん
の
相
手
方
か
ら
送
信
さ
れ
た
古
物
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
金
額
に
係
る

自
動
公
衆
送
信
の
送
信
元
識
別
符
号
を
使
用
す
る
権
限
の
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料

四
　
業
務
の
実
施
の
方
法
が
第
十
九
条
の
六
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

（
準
用
）

第
十
九
条
の
十
二
　
第
十
九
条
の
五
及
び
第
十
九
条
の
七
の
規
定
は
法
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
認
定
に
つ
い

て
、
第
十
九
条
の
八
の
規
定
は
当
該
認
定
を
受
け
た
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
（
以
下
「
認
定
外
国
古
物
競

り
あ
っ
せ
ん
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
の
八
第
一
項
中
「
法

第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条

の
五
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
廃
止
等
の
届
出
）

第
十
九
条
の
十
三
　
認
定
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
公
安

委
員
会
（
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
連
絡
担
当
者
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
後

の
連
絡
担
当
者
の
住
所
又
は
居
所
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
）
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
認
定
に
係
る
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
を
廃
止
し
た
と
き
。
　
廃
止
年
月
日
及
び
そ
の
旨

二
　
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。
　
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日

及
び
変
更
事
項

三
　
第
十
九
条
の
十
一
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。
　
当
該
変
更

に
係
る
変
更
年
月
日
及
び
変
更
事
項

２
　
前
項
の
届
出
書
の
様
式
は
、
そ
の
認
定
に
係
る
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
を
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出

書
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
六
号
の
六
、
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
六
号
の
七
、
同
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載

し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
六
号
の
八
の
と
お
り
と
す

る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
連
絡
担
当
者
の
住
所
又
は
居
所
の
所
轄
警
察

署
長
を
経
由
し
て
、
一
通
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
は
、
同
条
第

四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
を
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る

書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
は
、
変
更
後
の
事
項
を
記
載
し
た
同
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
係
る
認
定
の
取
消
し
）

第
十
九
条
の
十
四
　
公
安
委
員
会
は
、
認
定
外
国
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
法
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

二
　
第
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
五
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
　
第
十
九
条
の
六
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

四
　
警
察
本
部
長
等
が
法
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
外
国
古
物

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
か
ら
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
が
さ
れ

た
と
き
。

２
　
第
十
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
競
り
の
中
止
の
命
令
の
方
法
）

第
十
九
条
の
十
五
　
法
第
二
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
九
の
競
り
の
中
止
命
令

書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
票
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
の
と
お
り
と
す
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
六
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
古
物
商
、
古
物
市
場
主
若
し
く
は
古
物

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
と
す
る
団
体
か
ら
の
盗
品
等
に
関
す
る

情
報
に
つ
い
て
の
照
会
に
対
し
回
答
す
る
業
務
（
以
下
「
回
答
業
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
第
二
十
三
条
の
承
認
を
受
け
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
盗

品
売
買
等
防
止
団
体
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
次
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申

請
書
を
回
答
業
務
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
回
答
業
務
を
実
施
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
承
認
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
（
以
下
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）

二
　
役
員
に
係
る

近
五
年
間
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面
及
び
住
民
票
の
写
し

三
　
役
員
に
係
る
次
条
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四
　
資
産
の
総
額
及
び
種
類
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
こ
れ
を
証
す
る
書
面

五
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
（
事
業
年
度
の
定
め
の
な
い
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ

て
は
、
申
請
の
日
か
ら
二
年
間
）
に
お
け
る
回
答
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

六
　
回
答
業
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）

七
　
回
答
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
適
正
な
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
情
報
管
理
規
程
」

と
い
う
。
）

４
　
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
回
答
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
回
答
業
務
を
利
用
す
る
者
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

三
　
回
答
業
務
を
実
施
す
る
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
回
答
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

５
　
情
報
管
理
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
回
答
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
適
正
な
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
職
員
の
意
識
の
啓
発
及
び
教
育
に

関
す
る
事
項
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二
　
回
答
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理
及
び
使
用
に
係
る
事
務
を
統
括
管
理
す
る
者
の
指
定
に
関
す
る

事
項

三
　
回
答
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
記
録
さ
れ
た
物
の
紛
失
、
盗
難
及
び
き
損
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

に
関
す
る
事
項

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
回
答
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
適
正
な
管
理
又
は
使
用
を
図
る
た

め
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
承
認
）

第
二
十
三
条
　
公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
申
請
に
係
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
等
に
お
い
て
回
答
業
務
を
実
施
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

二
　
役
員
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
な
い
こ
と
。

イ
　
法
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ
　
精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
回
答
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎

通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

三
　
回
答
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
規
程
及
び
情
報
管
理
規
程
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
回
答
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
承
認
の
通
知
等
）

第
二
十
四
条
　
公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
承
認
を
し
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
届
出
書
を
公

安
委
員
会
（
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
回
答
業
務
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変

更
後
の
回
答
業
務
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
変
更
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月

日
及
び
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
官
報
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
は
、
第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
変
更
後
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
公
安
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
は
、
業
務
規
程
又
は
情
報
管
理
規
程
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

公
安
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
事
業
報
告
等
）

第
二
十
六
条
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
は
、
第
二
十
三
条
の
承
認
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除
き
、
毎
事

業
年
度
（
事
業
年
度
の
定
め
の
な
い
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
始
前
に
、
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
回
答
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
前
事
業
年
度
に
お
け
る
回
答
業
務
に
関
す
る

事
業
報
告
書
及
び
収
支
計
算
書
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
公
安
委
員
会
は
、
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
回
答
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
対
し
、
回
答
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
是
正
又
は
改
善
の
勧
告
）

第
二
十
七
条
　
公
安
委
員
会
は
、
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
が
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
盗
品
売
買

等
防
止
団
体
の
回
答
業
務
の
運
営
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
対

し
、
そ
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
回
答
業
務
の
廃
止
の
届
出
）

第
二
十
八
条
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
は
、
回
答
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
廃
止
の
理
由
及
び
時
期
を

記
載
し
た
廃
止
届
出
書
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
廃
止
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
十
三
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
係
る
承
認
の
取
消
し
）

第
二
十
九
条
　
公
安
委
員
会
は
、
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
承

認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
二
十
三
条
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

二
　
第
二
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

三
　
公
安
委
員
会
が
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
か
ら
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を

求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
が
さ
れ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の

提
出
が
さ
れ
た
と
き
。

四
　
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
承
認
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官

報
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
対
し
提
供
を
行
う
情
報
）

第
三
十
条
　
公
安
委
員
会
が
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
対
し
提
供
を
行
う
情
報
は
、

盗
品
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
盗
品
等
に
付
さ
れ
た
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
と
す
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
等
）

第
三
十
一
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
段
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

報
告
す
る
場
合

事
項

一
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
し
た
場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類
（
古
物
商
又
は
古
物
市
場
主
の
別
。
以
下
同
じ
。
）

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

二
　
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
証
の
再
交
付
を
し
た

場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

五
　
許
可
証
の
再
交
付
年
月
日

三
　
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

を
し
た
場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

五
　
許
可
の
取
消
し
の
年
月
日

六
　
許
可
の
取
消
し
の
事
由
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四
　
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出

を
受
け
た
場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

五
　
変
更
年
月
日
（
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
受

け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
予
定
年
月
日
）

六
　
変
更
事
項

五
　
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納

を
受
け
た
場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

五
　
許
可
証
の
返
納
を
受
け
た
年
月
日

六
　
返
納
理
由

六
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
年
月
日

三
　
許
可
証
番
号

四
　
競
り
売
り
を
し
よ
う
と
す
る
日
時
及
び
場
所

七
　
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
年
月
日

三
　
許
可
証
番
号

四
　
売
却
す
る
古
物
に
関
す
る
事
項
に
係
る
自
動
公
衆
送
信
の
送
信
元
識
別

符
号

五
　
競
り
売
り
を
し
よ
う
と
す
る
期
間

八
　
法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た

場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
年
月
日

三
　
許
可
証
番
号

四
　
仮
設
店
舗
に
お
い
て
古
物
営
業
を
営
む
日
時
及
び
場
所

九
　
法
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十

四
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

場
合

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

五
　
処
分
年
月
日

六
　
処
分
の
事
由

七
　
処
分
の
種
別
及
び
内
容

２
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
許
可
の
種
類

三
　
許
可
年
月
日

四
　
許
可
証
番
号

五
　
当
該
違
反
行
為
を
し
、
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
者
に
関
す
る
事
項

六
　
当
該
違
反
行
為
を
し
、
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
年
月
日

七
　
当
該
違
反
行
為
又
は
当
該
処
分
に
違
反
し
た
行
為
の
内
容

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
七
年
十
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
み
な
し
新
法
許
可
者
に
係
る
新
た
に
選
任
し
た
管
理
者
の
届
出
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る

者
（
以
下
「
み
な
し
新
法
許
可
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
改
正
法
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
法
第
十
三
条
第
一

項
の
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
速
や
か
に
、
新
た
に

選
任
し
た
管
理
者
に
係
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
営
業
所
又
は

古
物
市
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
新
た
に
古
物
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
物
に
係
る
営
業
に
係
る
届
出
）

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
法
附

則
第
二
条
に
規
定
す
る
営
業
に
係
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様

式
第
十
七
号
の
営
業
所
等
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
法
第
五
条
第
二
項
の
許
可
証
の
交
付
の
申
請

（
以
下
「
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に

有
す
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経

由
し
て
、
別
記
様
式
第
十
八
号
の
新
許
可
証
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
の
旧
許
可
証

一
覧
表
と
す
る
。

（
旧
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
古
物
営
業
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
許
可
の
取
消
し
（
一
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
二
以
上
の
営
業
所
又

は
二
以
上
の
市
場
を
有
す
る
古
物
商
又
は
市
場
主
に
対
し
、
当
該
営
業
所
又
は
市
場
の
う
ち
一
部
の
営
業
所
又
は

市
場
の
み
に
つ
い
て
旧
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
安
委
員
会
が
し
た
許
可
の
取

消
し
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
許
可
の
取
消
し
と
み
な
す
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
営
業
の
停
止
そ
の
他
の
処
分
（
旧
法

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
又
は
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
公
安

委
員
会
が
し
た
営
業
の
停
止
そ
の
他
の
処
分
又
は
行
為
と
み
な
す
。

３
　
旧
法
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

旧
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
改
正

法
の
施
行
の
際
現
に
当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
が
在
る
区
域
を
管
轄
す
る
公
安

委
員
会
か
ら
旧
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
）

旧
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
申
請

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
改
正

法
の
施
行
の
際
現
に
当
該
申
請
に
係
る
市
場
が
在
る
区
域
を
管
轄
す
る
公
安
委

員
会
か
ら
旧
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
）

旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出

旧
法
第
八
条
第
一
項
（
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
申
請

法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
商
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
旨
の

記
載
を
含
む
同
項
の
許
可
申
請
書
の
提
出

旧
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

12



（
旧
規
則
に
規
定
す
る
市
場
の
規
約
に
関
す
る
み
な
し
規
定
）

第
六
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者

に
つ
い
て
は
、
旧
古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
総
理
府
令
第
七
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
市
場
の
規
約
（
旧
規

則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
場
の
規
約
の
変
更
に
係
る
届
書
を
提
出
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該

変
更
後
の
市
場
の
規
約
）
を
古
物
市
場
の
規
約
と
み
な
し
て
第
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
旧
行
商
許
可
証
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
み
な
し
新
法
許
可
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
従
業
者
が
旧
法
第
八
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か

ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
許
可
に
係
る
旧
規
則
別
記
様
式
第
三
号
の
古
物
行
商
許
可
証
は
、
当

該
従
業
者
に
係
る
別
記
様
式
第
十
二
号
の
行
商
従
業
者
証
と
み
な
す
。

（
標
識
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
み
な
し
新
法
許
可
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
（
そ
の
者
が
改
正
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
交
付
を
受
け
た
日
ま
で
の
間
）
旧

規
則
別
記
様
式
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
表
示
札
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
の
標
識

と
み
な
す
。

（
み
な
し
新
法
許
可
者
に
係
る
経
由
警
察
署
長
に
関
す
る
み
な
し
規
定
等
）

第
九
条
　
み
な
し
新
法
許
可
者
で
あ
っ
て
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
な
い
も
の
が
こ
の
規
則
の
施
行
後

初
に
す
る
本
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
申
請
書
の
提
出
若
し
く
は
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
書
換
え
の
申
請
又
は
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

書
の
提
出
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
証
の
返
納
は
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
又
は
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
み
な
し
新
法

許
可
者
が
有
す
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
（
二
以
上
の
営
業
所
又
は
二
以
上
の
古
物
市
場
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
）
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
み
な
し
新
法
許
可
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
警
察

署
長
を
経
由
警
察
署
長
と
み
な
し
て
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
本
文
、
第
七
条
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

一
　
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
等

を
し
た
も
の
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
し
た
警
察
署
長

二
　
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
　
当
該
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
の
際
に
経
由
し
た
警
察
署
長

３
　
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
み
な
し
新
法
許
可
者
が
既
に
本
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
を
し
て

い
る
と
き
は
、
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
は
、
前
項
第
一
号

（
そ
の
者
が
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
警
察
署
長
変
更
届
出
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
）

の
規
定
に
よ
り
経
由
警
察
署
長
と
み
な
さ
れ
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
附
則
第
二
条
又
は
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る

み
な
し
新
法
許
可
者
が
既
に
新
許
可
証
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
と
き
は
、
附
則
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
二
条
の
届
出
又
は
附
則
第
三
条
の
営
業
所
等
届
出
書
の
提
出
は
、
第
二
項
第
二
号
（
そ

の
者
が
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
警
察
署
長
変
更
届
出
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
）
の
規

定
に
よ
り
経
由
警
察
署
長
と
み
な
さ
れ
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
二
九
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械

警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
、
指
定
車

両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手
続

等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物
質
の
運
搬
の
届

出
等
に
関
す
る
規
則
及
び
古
物
営
業
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
犯
罪

被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に

関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型

式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
、
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規

則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車

教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物
質
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
及
び
古
物
営

業
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治

産
者
及
び
そ
の
保
佐
人
に
関
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
警

備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
三
項
第
三
号
の
改
正
規
定
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
古
物
営
業
法
施

行
規
則
第
一
条
第
三
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
て
い
る
検
定
申
請
書
及
び
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
て
い
る
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
の

日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
古
物
営
業
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
さ
れ
て
い
る
帳
簿
で
改
正
前
の
古

物
営
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
古
物
営
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
携
帯
し
又
は
提
示
す
る
証
票
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
公
安
委
員
会
は
、
新
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
規
則
を
定
め
て
、

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
警
察
官
が
貸
与
さ

れ
た
警
察
手
帳
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
五
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
に
規
定
す
る
者

を
除
く
。
）
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
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三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
用
い
な
い
旨
の
記
載
を
含
む
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
申
請
書
を
提
出

し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
新
規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号

に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
用
い
て
い
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
、
取
り
扱
う
古
物
に
関
す
る
事
項
に
係
る
自
動
公
衆
送
信
の
送
信
元
識
別
符
号
を
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
経
由
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様

式
の
送
信
元
識
別
符
号
届
出
書
及
び
新
規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
の
送
信
元
識
別
符
号
を
使
用
す
る
新
規
則
第
一
条
第
三
項
第

五
号
に
規
定
す
る
営
業
の
方
法
を
用
い
る
旨
の
記
載
を
含
む
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
も
の

と
み
な
す
。

別
記
様
式別記様式

送信元識別符号届出書

古物営業法施行規則の一部を改正する規則附則第３項の規定により届出をします。

年 月 日

公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

,

許 可 証 番 号

許 可 年 月 日 年 月 日

（ふりがな）

氏 名

又 は 名 称

送 信 元 識 別 符 号

記載要領

１ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

２ 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。

３ 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
二
月
九
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
一
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一

条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
）

２
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

主
た
る
営
業
所
（
営
業
所
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
を
い
う
。
）
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所

轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様
式
の
主
た
る
営
業
所
等
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式

（
附
則
第
２
項
関
係
）
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別記様式(附則第2項関係) 

その1 

主たる営業所等届出書 

 

 

 古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)附則第2条第1項の規定により

主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の届出をします。 

 

年  月  日  

      公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

印  

 

  許可の種類  1．古物商  2．古物市場主   

許可証番号   

許可年月日        年  月  日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

主たる営業所又は古物市場  

営

業

所

・

古

物

市

場 

形 態  1．営業所あり  2．営業所なし  3．古物市場 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

 

 

電話 (    )    ―    番    

  

  

その2 

その他の営業所又は古物市場  

 

  営業所等を有

する都道府県名 

    

経由警察署名   

許 可 証 番 号   

営

業

所

・

古

物

市

場 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

 

 

 

 

 

電話 (    )    ―    番    

営

業

所

・

古

物

市

場 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

 

 

 

 

 

電話 (    )    ―    番    

営

業

所

・

古

物

市

場 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

 

 

 

 

 

電話 (    )    ―    番    

記載要領 

   1 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。 

   2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   3 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

   4 2以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古

物市場主は、その2を都道府県ごとに作成すること。 
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附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
捜
査
規
範
、
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
書
式
例
、
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
風
俗
環
境
浄
化
協
会
等
に
関
す
る
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の

検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る

規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取

の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
審
査
専
門
委
員
に
関
す
る
規
則
、
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
、
交

通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
、
盲
導
犬
の
訓
練
を
目
的
と
す
る
法
人
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
原

動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課

程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
、
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、

外
国
等
の
行
政
庁
等
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
作
成
す
る
能
力
を
有
す
る
法
人
の

指
定
に
関
す
る
規
則
、
自
転
車
の
防
犯
登
録
を
行
う
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物
質
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
規
則
、
古
物
営
業
法
施
行
規
則
、
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為

の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
援
助
に
関
す
る
規
則
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行

っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
庁
長
官
の
意
見
の
陳
述
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
運

転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
ス
ト

ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
、
国
家
公
安
委

員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
る
被
害
を
自
ら
防
止
す
る
た
め
の
警
察
本
部
長
等
に
よ
る

援
助
に
関
す
る
規
則
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
携
帯
音
声
通
信
役
務
提
供
契
約
に
係
る
契

約
者
確
認
に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
対
象
病
原
体
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関

す
る
規
則
、
遺
失
物
法
施
行
規
則
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
実

施
に
関
す
る
規
則
、
少
年
法
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
警
察
職
員
の
職
務
等
に
関
す
る
規
則
、
被
疑

者
取
調
べ
適
正
化
の
た
め
の
監
督
に
関
す
る
規
則
、
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
及
び
年
少
射

撃
資
格
の
認
定
の
た
め
の
講
習
会
の
開
催
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
に
関
す

る
規
則
、
行
方
不
明
者
発
見
活
動
に
関
す
る
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
関
係
警
察
等
が
取
り
扱
う
死
体
の
死
因
又

は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
死
体
取
扱
規
則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六

十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規

則
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト

の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
及
び
重
要
施
設

の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ

る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令

和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
の
申
請
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）

に
許
可
証
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
（
営
業
所
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住

所
又
は
居
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様
式
第

一
号
の
新
許
可
証
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
旧
許
可
証
一

覧
表
と
す
る
。

（
旧
法
の
規
定
に
よ
る
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
古
物
営
業
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
安

委
員
会
が
し
た
許
可
の
取
消
し
（
二
以
上
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
営
業
所
又
は
古
物
市
場
を
有
す
る
古

物
商
又
は
古
物
市
場
主
に
対
し
、
旧
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
安
委
員
会
の
う
ち
一
部
の
公
安
委
員

会
が
し
た
許
可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
許
可
の

取
消
し
と
み
な
す
。

２
　
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
営
業
の
停
止
そ
の
他
の
処
分
（
旧
法

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が

し
た
営
業
の
停
止
そ
の
他
の
処
分
と
み
な
す
。

３
　
旧
法
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

旧
法
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
申
請

新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
改
正
法
の
施
行
の
際

現
に
公
安
委
員
会
か
ら
旧
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
）

旧
法
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
申
請

新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
改
正
法
の
施
行
の
際

現
に
公
安
委
員
会
か
ら
旧
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
）

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
旧
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
が
新
法
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
当
該
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
者
は
、
改
正
法
の
施
行
後
遅
滞
な
く
、
そ

の
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
そ
の

他
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
名
称
及
び
所
在
地
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の

所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様
式
第
三
号
の
主
た
る
営
業
所
等
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

別
記
様
式
第
１
号

（
附
則
第
２
条
関
係
）
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別記様式第1号(附則第2条関係) 

 

新許可証交付申請書 

 

 古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)附則第3条第2項の規定により

許可証の交付を申請します。 

年  月  日   

     公安委員会 殿 

申請者の氏名又は名称及び住所      

 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

法人等の種別 
1．株式会社 2．有限会社 3．合名会社 4．合資会社 

5．その他法人 6．個人 

生 年 月 日       年  月  日 

住 所

又 は 居 所 

電話(   )    ―     番   

行商をしようとする者であるかどうかの別 1．する  2．しない 

主として取り

扱おうとする

古 物 の 区 分 

01 美術品類 02 衣 類     03 時計・宝飾品類 

04 自 動 車 05 自動二輪車・原動機付自転車 06 自転車類 

07 写真機類 08 事務機器類    09 機械工具類 

10 道 具 類 11 皮革・ゴム製品類 12 書 籍 

13 金 券 類        (いずれか1つに○を付けること) 

代

表

者 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

生 年 月 日       年  月  日 

住 所 

電話(   )    ―     番   

記載要領 

   1 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
２
号

（
附
則
第
２
条
関
係
）
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別記様式第2号(附則第2条関係) 

旧 許 可 証 一 覧 表 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

  

  旧許可 

都道府県名 

    

旧許可証番号 
  

旧許可年月日        年    月    日 

旧許可 

都道府県名 

  

旧許可証番号 
  

旧許可年月日        年    月    日 

旧許可 

都道府県名 

  

旧許可証番号 
  

旧許可年月日        年    月    日 

旧許可 

都道府県名 

  

旧許可証番号 
  

旧許可年月日        年    月    日 

記載要領 

   1 「許可の種類」欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
３
号

（
附
則
第
３
条
関
係
）
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別記様式第3号(附則第3条関係) 

 

主 た る 営 業 所 等 届 出 書 

 

 古物営業法施行規則の一部を改正する規則(令和2年国家公安委員会規則第1号)附則第3

条第4項の規定により主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の届出をし

ます。 

 

年  月  日   

     公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所      

 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

許可申請年月日        年  月  日 

許 可 申 請 の 際

経 由 し た

警 察 署 

  

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

住 所

又 は 居 所 

電話(    )    ―    番    

主 た る 営 業 所 又 は 古 物 市 場 

  
営

業

所

・

古

物

市

場 

形 態 1．営業所あり  2．営業所なし  3．古物市場   

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

 

 

 

電話(    )    ―    番    

記載要領 

   1 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
二
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る

書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
、
第
二
条
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
、
第
三
条

第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
、
第
四
条
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
、
第
五
条
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
、
第
六
条
第

二
表
に
係
る
改
正
規
定
及
び
第
七
条
第
二
表
に
係
る
改
正
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の

機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十

一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
古
物
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
又
は
同
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七

百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
十
八
歳
未
満
の
者
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
古
物
営
業
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す

る
未
成
年
者
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
二
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
三
月
十
五

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令

和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
三
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五

年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）

こ
の
規
則
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

三
十
七
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
決
済
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
一
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
三
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形

成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一

条
中
古
物
営
業
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
令
和
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
二
八
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
令
和
六
年
七
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
１
条
の
３
関
係
）

別記様式第1号(第1条の3関係) 

その1 

古 物 商 

古物市場主 
許可申請書 

 古物営業法第5条第1項の規定により許可を申請します。 

年  月  日   

      公安委員会 殿 

申請者の氏名又は名称及び住所      

 

  許可の種類 1．古物商  2．古物市場主   

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

法人等の種別 
1．株式会社  2．有限会社 3．合名会社 4．合資会社 

5．その他法人 6．個人 

生 年 月 日       年  月  日 

住 所

又 は 居 所 
電話(   )    ―     番  

行商をしようとする者であるかどうかの別  1．する  2．しない 

主として取り

扱おうとする

古物の区分 

01 美術品類 02 衣 類     03 時計・宝飾品類 

04 自動車  05 自動二輪車・原動機付自転車 06 自転車類 

07 写真機類 08 事務機器類    09 機械工具類 

10 道具類  11 皮革・ゴム製品類 12 書 籍 

13 金券類          (いずれか1つに○を付けること) 

代

表

者

等 

種 別 1．代表者  2．役 員  3．法定代理人 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

生年月日       年  月  日 

住 所 

電話(   )    ―     番  
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その2 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

主

た

る 

営

業

所

・

古

物

市

場 

形 態 1．営業所あり 2．営業所なし 3．古物市場   

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

電話(   )    ―     番  

取 り 扱 う

古 物 の 区 分 

01 美術品類  02 衣 類 03 時計・宝飾品類 

04 自動車   05 自動二輪車・原動機付自転車 

06 自転車類  07 写真機類 08 事務機器類 

09 機械工具類 10 道具類  11 皮革・ゴム製品類 

12 書 籍  13 金券類 

管

理

者 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

生年月日       年  月  日 

住 所 

電話(   )    ―     番  

  
 

その3 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

そ

の

他

の 

営

業

所

・

古

物

市

場 

形 態 1．営業所  2．古物市場   

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

電話(   )    ―     番  

取 り 扱 う

古 物 の 区 分 

01 美術品類  02 衣 類 03 時計・宝飾品類 

04 自動車   05 自動二輪車・原動機付自転車 

06 自転車類  07 写真機類 08 事務機器類 

09 機械工具類 10 道具類  11 皮革・ゴム製品類 

12 書 籍  13 金券類 

管

理

者 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

生年月日       年  月  日 

住 所 

電話(   )    ―     番  
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その4 

  
電気通信回線に接続して行う

自動公衆送信により公衆の閲覧に

供する方法を用いるかどうかの別 

1．用いる  2．用いない 

  

送 信 元 識 別 符 号 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

記載要領 

   1 不要の文字は、横線で消すこと。 

   2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   3 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   4 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

   5 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第2号(第3条関係) 

   (表紙)                 (表紙内側) 

  11   

7 

    
第     号 

 

交付    年    月    日 

 

○○○公安委員会 印  

7 古 物 商 許 可 証 

  

  (表)                   (裏) 

        

  

異 動 事 項 異動年月日 印 

  

      
      
      
      
      
      

  
    
  氏名又は名称 年 月 日生   

  

      

  

住所又は居所         
      

代表者の氏名         

代表者の住所         
      

行 商 する・しない       
    

備考 

 1 表紙は、紺色又は黒色の皮、レザー又はビニール製とし、金文字又は黄文字入り

とする。 

 2 用紙の白紙の部分の下の折り目が表紙内側の折り目と一致するように表紙内側の

部分に用紙の白紙の部分をはり付ける。 

 3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 4 第2条第1号の美術品類のみを取り扱う者の許可証については、「古物商許可証」

とあるのは、「美術品商許可証」とする。 

 5 「異動事項」欄の印は、公安委員会又は警察署長の印とする。 
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別
記
様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第3号(第3条関係) 

   (表紙)                 (表紙内側) 

  11   

7 

    
第     号 

 

交付    年    月    日 

 

○○○公安委員会 印  

7 古 物 市 場 主 許 可 証 

  

  (表)                   (裏) 

        

  

異 動 事 項 異動年月日 印 

  

      
      
      
      
      
      

  
  

  

  

  

  

      

  

  氏名又は名称 年 月 日生   
      

住所又は居所         
      

代表者の氏名         

代表者の住所         
      

  
  

備考 

 1 表紙は、紺色又は黒色の皮、レザー又はビニール製とし、金文字又は黄文字入り

とする。 

 2 用紙の白紙の部分の下の折り目が表紙内側の折り目と一致するように表紙内側の

部分に用紙の白紙の部分をはり付ける。 

 3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 4 第2条第1号の美術品類のみを取り扱う者の許可証については、「古物市場主許可

証」とあるのは、「美術品市場主許可証」とする。 

 5 「異動事項」欄の印は、公安委員会又は警察署長の印とする。 

別
記
様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）

別記様式第4号(第4条関係) 

再交付申請書 

 古物営業法第5条第4項の規定により許可証の再交付を申請します。 

年  月  日  

    公安委員会 殿 

申請者の氏名又は名称及び住所    

 

  許 可 の 種 類 1．古物商   2．古物市場主   

許 可 証 番 号   

許 可 年 月 日        年    月    日 

(ふりがな) 

氏 名 又 は 名 称 

  

  

生 年 月 日        年    月    日 

住 所 又 は 居 所 

電話(  )    ―     番  

代

表

者 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

住 所 

電話(  )    ―     番  

行商をする者であるかどうかの別 1．する  2．しない 

  

  
再 交 付 申 請

の 理 由 

    

記載要領 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

別記様式第5号(第5条関係) 

変 更 届 出 書 

 古物営業法第7条第1項の規定により変更の届出をします。 

年  月  日   

      公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所      

 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

許 可 証 番 号   

許 可 年 月 日       年   月   日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

住 所   

営業所又は古物市場に係る変更事項 

  変更予定年月日       年   月   日   

主
た
る 

営
業
所
・
古
物
市
場 

形 態 1．営業所あり  2．営業所なし  3．古物市場 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

電話(   )    ―     番  

 

そ
の
他
の 

営
業
所
・
古
物
市
場 

形 態 1．営業所    2．古物市場 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

電話(   )    ―     番  

記載要領 

   1 「変更予定年月日」欄には、当該事項の変更予定年月日を記載すること。 

   2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   3 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
６
号
（
第
５
条
関
係
）

別記様式第6号(第5条関係) 

その1 

変更届出 

書換申請 
書 

 古物営業法第7条第2項の規定により変更の届出をします。 

 古物営業法第7条第5項の規定により認定証の書換えを申請します。 

年  月  日   

      公安委員会 殿 

届出(申請)者の氏名又は名称及び住所      

 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

許 可 証 番 号   

許 可 年 月 日        年  月  日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

変更・書換事項 

  変 更 年 月 日        年  月  日   

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

法 人 等 の 種 別 
1．株式会社 2．有限会社 3．合名会社 4．合資会社 5．その他法人 

6．個人 

住 所

又 は 居 所 
電話(   )    ―     番   

行商をする者であるかどうかの別  1．する  2．しない 

主 と し て

取 り 扱 う

古 物 の 区 分 

01 美術品類  02 衣 類      03 時計・宝飾品類 

04 自動車   05 自動二輪車・原動機付自転車  06 自転車類 

07 写真機類  08 事務機器類     09 機械工具類 

10 道具類   11 皮革・ゴム製品類  12 書 籍 

13 金券類             (いずれか1つに○を付けること) 

  

  変 更 年 月 日        年  月  日   

代

表

者

等 

旧 

種 別 1．代表者  2．役 員 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

生年月日       年  月  日 

新 

種 別 1．代表者  2．役 員 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

生年月日       年  月  日 

住 所 

電話(   )    ―     番   
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その2 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

許 可 証 番 号   

許 可 年 月 日        年  月  日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

営業所又は古物市場に係る変更事項 

  (ふりがな) 

変更事項のある

営 業 所 又 は

古物市場の名称 

    

  

  

  変 更 年 月 日        年  月  日   

取 り 扱 う

古 物 の 区 分 

01 美術品類  02 衣 類      03 時計・宝飾品類 

04 自動車   05 自動二輪車・原動機付自転車  06 自転車類 

07 写真機類  08 事務機器類     09 機械工具類 

10 道具類   11 皮革・ゴム製品類  12 書 籍 

13 金券類 

  

  変 更 年 月 日        年  月  日   

管

理

者 

旧 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

新 
(ふりがな) 

氏 名 

  

  

住 所 
電話(   )    ―     番   

  

 

その3 

  許 可 証 番 号     

許 可 年 月 日        年  月  日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

営業の方法に係る変更事項 

  電気通信回線に接続して行う

自動公衆送信により公衆の閲覧に

供する方法を用いるかどうかの別 

1．用いる  2．用いない 

  

送 信 元 識 別 符 号 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

記載要領 

   1 各「変更年月日」欄には、当該事項の変更があった年月日(人事異動、営業所等

の新設、移転又は廃止等の年月日をいう。)を記載すること。 

   2 不要の文字は、横線で消すこと。 

   3 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   4 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   5 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

   6 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
７
号
　
削
除

別
記
様
式
第
８
号
　
削
除

別
記
様
式
第
９
号
（
第
７
条
関
係
）

別記様式第9号(第7条関係) 

返 納 理 由 書 

 古物営業法第8条 
第1項 

第3項 
の規定により許可証を返納します。 

年  月  日  

      公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

  許 可 の 種 類 1．古物商  2．古物市場主   

許 可 証 番 号   

許 可 年 月 日        年  月  日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

  

  
返 納 理 由 の

発 生 年 月 日 
       年  月  日 

  

返 納 理 由 

1．古物営業を廃止した。 

2．許可が取り消された。 

3．亡失した許可証を発見し、又は回復した。 

4．許可証の交付を受けた者が死亡した。 

5．許可証の交付を受けた法人が合併により消滅した。 

記載要領 

   1 不要の文字は、横線で消すこと。 

   2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
１
０
号
（
第
８
条
関
係
）

別記様式第10号(第8条関係) 

競 り 売 り 届 出 書 

 

 古物営業法第10条第1項の規定により競り売りの届出をします。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会 殿 

 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

 

  
許 可 証 番 号 

    

許 可 年 月 日     年  月  日 

(ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

  

  

日 時 

    

場 所 

  

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
０
号
の
２
（
第
８
条
関
係
）

別記様式第10号の2(第8条関係) 

競 り 売 り 届 出 書 

 

 古物営業法第10条第3項の規定により競り売りの届出をします。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会 殿 

 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

 

  許 可 証 番 号     

許 可 年 月 日     年  月  日 

(ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

  
  送 信 元 識 別 符 号   

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

期 間 
  

通 信 手 段の

種 類 

  

  

記載要領 

   1 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   2 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
１
号
　
削
除

別
記
様
式
第
１
１
号
の
２
（
第
９
条
の
２
関
係
）

別記様式第11号の2(第9条の2関係) 

その1 

 

古物競りあっせん業者営業開始届出書 

 

 古物営業法第10条の2第1項の規定により届出をします。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会 殿 

 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

 

  (ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 

電話(  )   ―    番 

代

表

者

等 

種 別 1．代表者 2．役 員 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

住 所 
  

事

務

所 

形 態 1．営業の本拠となる事務所 2．その他の事務所 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

 

 

 

電話(  )   ―    番 

  

 

その2 

  (ふ り が な) 

営業を示すもの

として使用する

名称 

    

  

送 信 元 識 別 符 号 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

記載要領 

   1 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   2 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   3 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

   4 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

28



別
記
様
式
第
１
１
号
の
３
（
第
９
条
の
３
関
係
）

別記様式第11号の3(第9条の3関係) 

廃 止 届 出 書 

 

 古物営業法第10条の2第2項の規定により届出をします。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会 殿 

 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

 

  (ふ り が な) 

 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 

電話(  )   ―    番 

(ふ り が な) 

 

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

(ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

廃 止 年 月 日     年  月  日 

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
１
１
号
の
４
（
第
９
条
の
３
関
係
）

別記様式第11号の4(第9条の3関係) 

その1 

変 更 届 出 書 

 古物営業法第10条の2第2項の規定により届出をします。 

年  月  日   

  公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

  (ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )   ―    番 

(ふ り が な) 

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

(ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

変 更 事 項 

  変 更 年 月 日     年  月  日   

(ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )   ―    番 

  

  変 更 年 月 日     年  月  日   

代

表

者

等 

旧 

種 別 1．代表者 2．役 員 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

新 

種 別 1．代表者 2．役 員 

(ふりがな) 

氏 名 

  

  

住 所   
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その2 

  (ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )   ―    番 

(ふ り が な) 

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

(ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

事務所に係る変更事項 

  (ふ り が な) 

変更・廃止する事

務 所 の 名 称 

    

  

  

  変 更 年 月 日     年  月  日   

事

務

所 

形 態 1．営業の本拠となる事務所 2．その他の事務所 

(ふりがな) 

名 称 

  

  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

 

電話(  )   ―    番 

  
 

その3 

  (ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )   ―    番 

(ふ り が な) 

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

(ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

営業に係る変更事項 

  変 更 年 月 日     年  月  日   

  (ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

    

  

送 信 元 識 別 符 号 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

記載要領 

   1 各「変更年月日」欄には、当該事項の変更があった年月日(人事異動、事務所の

新設、移転又は廃止等の年月日をいう。)を記載すること。 

   2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   3 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   4 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

   5 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
２
号
（
第
１
０
条
関
係
）

別記様式第12号(第10条関係) 

 

  (表)   (裏) 

8.5 

5.5 

行商従業者証 
  

  古物商の氏名

又は名称 

    

  

写 真 

 

 氏 名 

 

 

 生年月日 

古物商の住所

又は居所 

  

許可証番号 
○○○公安委員会 

第     号 

主として取り

扱う古物の区

分 

  

    

備考 

 1 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものとすること。 

 2 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 3 「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載す

ること。 

 4 「写真」欄には、行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0セン

チメートル以上のもの)をはり付けること。 

別
記
様
式
第
１
３
号
（
第
１
１
条
関
係
）

別記様式第13号(第11条関係) 

 

  16 

8  

  ○○○公安委員会許可第          号 

 

○ ○ ○ 商 

 

○ ○ ○ ○   

備考 

 1 この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識の様式とする。 

 2 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。 

 3 色は、紺色地に白文字とする。 

 4 番号は、許可証の番号とする。 

 5 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 6 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古

物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として

取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美

術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二

輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については

「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類につ

いては「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の

道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製

品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。 

 7 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。 
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別
記
様
式
第
１
４
号
（
第
１
１
条
関
係
）

別記様式第14号(第11条関係) 

 

  16 

8  

  ○○○公安委員会許可第          号 

 

○ ○ ○ 市 場 

 

○ ○ ○ ○  

備考 

 1 この様式は、古物市場主がその古物市場に掲示する標識の様式とする。 

 2 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。 

 3 色は、紺色地に白文字とする。 

 4 番号は、許可証の番号とする。 

 5 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 6 「○○○市場」の「○○○」の部分には、当該古物市場において取り扱う古物に係る

第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う

古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、

同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び

原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、

同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務

機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類につい

ては「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第

13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。 

 7 下欄には、古物市場主の氏名又は名称を記載するものとする。 

別
記
様
式
第
１
４
号
の
２
（
第
１
４
条
の
２
関
係
）

別記様式第14号の2(第14条の2関係) 

 

仮設店舗営業届出書 

 

 

 古物営業法第14条第1項ただし書の規定により仮設店舗における営業の届出をします。 

 

年  月  日  

      公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

 

 

  許可証番号     

許可年月日      年  月  日 

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  

  

  

1 

日 時 
  

場 所 
  

2 

日 時 
  

場 所 
  

3 

日 時 
  

場 所 
  

4 

日 時 
  

場 所 
  

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
５
号
（
第
１
７
条
関
係
）

別記様式第15号(第17条関係) 

受 入 れ 払 出 し 

年月日 区別 

取 引 し た

古 物 

相手方の真偽

を確認するた

めにとった措

置の区分(及

び方法) 

取引の相手方 

年月日 区別 

取引の

相手方 

品目 特徴 数量 住所 氏名 職業 年齢 住所 氏名 

                            

                            

備考 

 1 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄

には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載すること。 

 2 「品目」欄は、一品ごとに記載すること。 

 3 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッ

キ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、

何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、

又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名

称等の必要な事項を記載すること。 

 4 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、

氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。 

別
記
様
式
第
１
６
号
（
第
１
７
条
関
係
）

別記様式第16号(第17条関係) 

 

年  月  日 売主の氏名 売主の住所 

品 目 特 徴 数 量 買 主 の 住 所 及 び 氏 名 

        

        

 

備考 

 1 「品目」欄は、一品ごとに記載することとし、同欄には、例えば、「紺サージ背広三

つぞろい」、「金側腕時計」、「黒色軽自動車」のように、品名を記載すること。ただ

し、同一種類の製品で、区別しにくいものは、一括して記載することができる。 

 2 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッ

キ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、

何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、

又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名

称等の必要な事項を記載すること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
２
（
第
１
９
条
の
４
関
係
）

別記様式第16号の2(第19条の4関係) 

その1 

 

古物競りあっせん業者認定申請書 

 

 古物営業法第21条の5第1項の規定により認定を申請します。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会 殿 

 

申請者の氏名又は名称及び住所     

 

 

  (ふ り が な) 

 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 

電話(  )   ―    番 

(ふ り が な) 

 

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

(ふ り が な) 

 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

  

 

その2 

  送 信 元 識 別 符 号   

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                                

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

営 業 を 開 始 し た

日 
    年  月  日 

記載要領 

 

   1 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

 

   2 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
３
（
第
１
９
条
の
８
関
係
）

別記様式第16号の3(第19条の8関係) 

 

 

 

備考 

 1 色彩は、適宜とする。 

 2 「○○○○○○○○○○」の部分には、認定に係る営業を示すものとして使用する名

称を記載するものとする。 

 3 認定に係らない業務を認定に係る業務と誤認されるおそれがないように表示するこ

と。 

別
記
様
式
第
１
６
号
の
４
（
第
１
９
条
の
９
関
係
）

別記様式第16号の4(第19条の9関係) 

業務実施方法変更届出書 

 古物営業法施行規則第19条の9第2項の規定により届出をします。 

年  月  日   

  公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

  (ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )    ―     番 

(ふ り が な) 

法人にあっては、そ

の 代 表 者の 氏名 

  

  

(ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

変 更 年 月 日     年  月  日 

変

更

事

項 

新 旧 

    

記載要領 

   所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
５
（
第
１
９
条
の
１
１
関
係
）

別記様式第16号の5(第19条の11関係) 

その1 

外国古物競りあっせん業者認定申請書 

 古物営業法第21条の6第1項の規定により認定を申請します。 

年  月  日   

  公安委員会 殿 

申請者の氏名又は名称及び住所     

 

  (ふ り が な)     

氏 名

又 は 名 称 

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )   ―    番 

代

表

者

等 

種 別 1．代表者 2．役 員 

(ふりがな)   

氏 名 
  

住 所 

  

事

務

所 

形 態 1．営業の本拠となる事務所 2．その他の事務所 

(ふりがな)   

名 称 
  

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

 

 

電話(  )   ―    番 

(ふ り が な)   

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

その2 

  送 信 元 識 別 符 号   

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

営業を開始した日     年  月  日 

連
絡
担
当
者 

(ふりがな)   

氏 名 
  

住 所

又 は 居 所 電話(  )   ―    番 

記載要領 

   1 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   2 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   3 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

   4 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
６
（
第
１
９
条
の
１
３
関
係
）

別記様式第16号の6(第19条の13関係) 

廃 止 届 出 書 

 古物営業法施行規則第19条の13第1項の規定により届出をします。 

年  月  日  

  公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

  (ふ り が な)     

氏 名

又 は 名 称 

  

住 所

又 は 居 所 

電話(  )   ―    番  

(ふ り が な)   

法人にあっては、そ

の 代 表 者の 氏 名 

  

(ふ り が な)   

営業を示すものと

して使用する名称 

  

廃 止 年 月 日     年  月  日 

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
１
６
号
の
７
（
第
１
９
条
の
１
３
関
係
）

別記様式第16号の7(第19条の13関係) 

その1 

変 更 届 出 書 

 古物営業法施行規則第19条の13第1項の規定により届出をします。 

年  月  日  

  公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

  (ふ り が な)     

氏 名

又 は 名 称 

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )   ―    番  

(ふ り が な)   

法人にあっては、そ

の 代 表 者 の 氏 名 

  

(ふ り が な)   

営業を示すものと

して使用する名称 

  

変 更 事 項 

  変 更 年 月 日     年  月  日   

(ふ り が な)   

氏 名

又 は 名 称 

  

住 所

又 は 居 所 電話(  )   ―    番  

  
  変 更 年 月 日     年  月  日   

代

表

者

等 

旧 

種 別 1．代表者 2．役 員 

(ふりがな)   

氏 名   

新 

種 別 1．代表者 2．役 員 

(ふりがな)   

氏 名   

住 所   
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  変 更 年 月 日     年  月  日   

連

絡

担

当

者 

旧 
(ふりがな)   

氏 名   

新 

(ふりがな)   

氏 名   

住 所

又 は 居 所 電話(  )   ―    番  

   
その2 

  (ふ り が な) 
氏 名

又 は 名 称 

    
  

住 所

又 は 居 所 電話(  )   ―    番  
(ふ り が な) 
法人にあっては、そ

の 代 表 者 の 氏 名 

  
  

(ふ り が な) 
営業を示すものと

して使用する名称 

  
  

事務所に係る変更事項 

  (ふ り が な) 
変更・廃止する事

務 所 の 名 称 

    
  

  

  変 更 年 月 日     年  月  日   

事

務

所 

形 態 1．営業の本拠となる事務所 2．その他の事務所 

(ふ り が な)   

名 称   

所 在 地 

(住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない。) 

 

電話(  )   ―    番  

   
その3 

  (ふ り が な) 
氏 名

又 は 名 称 

    
  

住 所

又 は 居 所 電話(  )   ―    番  
(ふ り が な) 
法人にあっては、そ

の 代 表 者 の 氏 名 

  
  

(ふ り が な) 
営業を示すものと

して使用する名称 

  
  

  

営業に係る変更事項 

  

変 更 年 月 日     年  月  日 

  

(ふ り が な)   

営業を示すものと

して使用する名称 

  

送 信 元 識 別 符 号 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

記載要領 

   1 各「変更年月日」欄には、当該事項の変更があった年月日(人事異動、事務所の

新設、移転又は廃止等の年月日をいう。)を記載すること。 

   2 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。 

   3 送信元識別符号の英字は、点線を参考にして、活字体で記入すること。 

   4 送信元識別符号のうち誤読されやすいものには、適宜ふりがなをふること。 

   5 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

38



別
記
様
式
第
１
６
号
の
８
（
第
１
９
条
の
１
３
関
係
）

別記様式第16号の8(第19条の13関係) 

業務実施方法変更届出書 

 古物営業法施行規則第19条の13第1項の規定により届出をします。 

年  月  日  

  公安委員会 殿 

届出者の氏名又は名称及び住所     

 

  (ふ り が な) 

氏 名

又 は 名 称 

    

  

住 所

又 は 居 所 
電話(  )    ―     番  

(ふ り が な) 

法人にあっては、そ

の 代 表 者の 氏名 

  

  

(ふ り が な) 

営業を示すものと

して使用する名称 

  

  

変 更 年 月 日     年  月  日 

変

更

事

項 
新 旧 

    

記載要領 

  所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

別
記
様
式
第
１
６
号
の
９
（
第
１
９
条
の
１
５
関
係
）

別記様式第16号の9(第19条の15関係) 

第  号  

 

競 り の 中 止 命 令 書 

 

年  月  日  

 

        殿 

 

警 察 本 部 長 印  

警 察 署 長 印  

 

  古物営業法第21条の7の規定により次のとおり競りの中止を命ずる。 

  

命 令 を

受 け る 者 

住 所

又は居所 

    

氏 名

又は名称 

  

競りを中止

すべき古物 

  

  

備考 

 1 不要の文字は、横線で消すこと。 

 2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
１
０
（
第
２
０
条
関
係
）

別記様式第16号の10(第20条関係) 

 

(表) 

第    号   

5
4
 

  
写 真 

   身 分 証 明 書 

 

 

官 職            

氏 名            

  上記の者は、古物営業法第22条第1項の規定による立入検査に従事する警察

職員であることを証明する。 

      年  月  日 

公 安 委 員 会 印   

86   

 

(裏) 

古 物 営 業 法(抜粋) 

第22条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商

の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競

り売り(同条第3項及び第4項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物

及び帳簿等(第18条第1項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含

む。(略))を検査し、関係者に質問することができる。 

2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関

係者に、これを提示しなければならない。 

3・4 略 

備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 

別
記
様
式
第
１
６
号
の
１
１
（
第
２
２
条
関
係
）

別記様式第16号の11(第22条関係) 

盗品売買等防止団体承認申請書 

 

 古物営業法施行規則第22条第1項の規定により承認を申請します。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会 殿 

 

申請者の氏名又は名称及び住所      

 

 

  
(ふりがな) 

    

名 称 

  

住 所 

電話(  )   ―    番  

(ふりがな) 
  

代 表 者 の 氏 名 

  

事

務

所 

(ふりがな) 
  

名 称 

  

所 在 地 

(住所と同じ場合は、記載を要しない 

 

 

 

電話(  )   ―    番  

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
１
２
（
第
２
５
条
関
係
）

別記様式第16号の12(第25条関係) 

その1 

 

変 更 届 出 書 

 

 古物営業法施行規則第25条第1項の規定により届出をします。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会    殿 

 

届出者の氏名又は名称及び住所      

 

 

  (ふりがな)     

名 称 

  

住 所 

電話(  )   ―    番  

(ふりがな)   

代 表 者 の 氏 名 

  

変 更 事 項 

  
変 更 年 月 日    年  月  日 

  

(ふりがな)   

名 称 

  

住 所 

電話(  )   ―    番  

  

  
変 更 年 月 日    年  月  日 

  

代

表

者 

旧 

(ふりがな)   

氏 名 
  

新 

(ふりがな)   

氏 名 
  

住 所 

  

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
１
６
号
の
１
３
（
第
２
８
条
関
係
）

別記様式第16号の13(第28条関係) 

廃 止 届 出 書 

 

 古物営業法施行規則第28条第1項の規定により届出をします。 

 

年  月  日   

 

  公安委員会    殿 

 

届出者の氏名又は名称及び住所      

 

 

  
(ふりがな) 

    

名 称 
  

住 所 

電話(  )   ―    番  

(ふりがな) 
  

代表者の氏名 
  

廃 止 の

理 由 

  

廃 止 時 期    年  月  日 

記載要領 

   所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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